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文化環境委員会資料 

令和２年１１月 

環 境 政 策 局 

 

 

「京都市地球温暖化対策条例」の改正の骨子（案）に関する 

市民意見の募集の結果について 

 

 

本市では，平成１６年に全国初の地球温暖化対策に特化した条例である「京都市地

球温暖化対策条例」（以下「条例」という。）を制定し，市民・事業者の皆様とともに

取組を進めてまいりましたが，「２０５０年二酸化炭素排出量正味ゼロ」を目標に掲

げ，その実現に向け，これまでの延長にとどまらない対策を推進するため，本市の地

球温暖化対策の根幹である条例の改正について検討してまいりました。 

 この度，条例の改正の骨子（案）について，広く市民，事業者及び関係団体等に意

見を募集し，その結果を取りまとめましたので，御報告いたします。 

 

１ 募集期間 

令和２年９月１１日（金）から同年１０月１１日（日）まで 

 

２ 周知方法 

 ・ 市民意見募集パンフレットの配布（本市関連部署窓口，市役所案内所，区役所

及び区役所支所，情報公開コーナーその他本市関連施設，関係する団体等） 

 ・ ホームページ掲載（京都市情報館，Facebook等） 

 ・ 解説動画の配信（YouTube） 

 ・ 関係団体のメールマガジンの配信 

 ・ 経済団体，建築関係団体の会合での説明 

 ・ ワークショップの実施 

 

３ 意見募集結果 

 ⑴ 応募者数及び意見数 

応募者数：２７８人，意見数：４６２件 

 

 ⑵ 意見をいただいた方の属性 

ア 居住地 

区 分 応募者数（人） 割 合（％） 

京都市内 ２０４ ７３ 

京都府内（京都市内除く。） １５ ５ 

京都府外 ２４ ９ 

無回答 ３５ １３ 

合 計 ２７８ １００ 
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イ 年齢 

区 分 応募者数（人） 割 合（％） 

１０歳代以下 １８ ６ 

２０歳代 ２８ １０ 

３０歳代 ８０ ２９ 

４０歳代 ４９ １８ 

５０歳代 ３７ １３ 

６０歳代 ２６ ９ 

７０歳以上 １０ ４ 

無回答 ３０ １１ 

合 計 ２７８ １００ 

 

⑶ 意見の内訳 

項 目（冒頭の数字は別紙の項目番号） 意見数（件） 

１ 条例全般について ６６ 

２ ２０５０年二酸化炭素排出量正味ゼロに向けた取組の方向性について ２０ 

３ 主な改正内容について ３４１ 

 (1) 基本理念と各主体の責務 ６２ 

(2) 削減目標 ３３ 

(3) 重点的に施策を進める分野 １４０ 

(4) 市民・事業者等の皆様の取組 ８０ 

(5) 建築物に係る対策の強化 ２６ 

４ 提案，要望等について ３５ 

合 計 ４６２ 

 

⑷ 主な意見の内容と本市の考え方 

別紙（「京都市地球温暖化対策条例」改正骨子（案）への主な意見の内容と本市

の考え方について）のとおり 

 

４ 今後のスケジュール（予定） 

  令和２年１１月市会  条例改正に係る議案提出（市会での審議） 

  令和３年４月１日   改正条例施行（京都府における改正条例も同日施行） 

 

【参考】 市民意見募集パンフレット 


